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平成 28年度からの競技者登録について

ＪＯＡから 競技者登録について、以下のように流させていただきました。
*登録は、例年 2月からですが、28年度に関しては、3月 1日からお願い致します。
事由:競技者登録料の改定 一般 5000 円、それ以外については変更はありません。競技者登録規程の
改訂版を 2月 7日に開催いたします理事会にて確定し、各会員宛に周知する期間が必要なためです。

１．登録の方法として以下の方法を採用することになりました。
①会員への直接登録(今まで通り)
②ＷＥＢでの登録
これについては、ＪＯＡのページに直接登録できるサイトを作成します。運用については、4月 1
日以降準備でき次第となります。
なお、ＷＥＢで登録してきた場合は、ＪＯＡから登録先になります会員に情報を送らせていただ
きます。番号等の情報のやりとりや、登録料関係については別途案内させていただきます。

競技者登録番号の採番については下記の方法があります。どちらが良いかご連絡いただければと思
います。
①ＪＯＡで採番する。
②ＪＯＡ→各県協会へ情報転送し、各県協会で採番する。

２．一時登録
28 年度からは「一時登録」はなくなります。登録していない場合は、「Ａ」にも参加出来ません
のでご注意戴くよう案内をお願いします。

皆様からの質問から

Ｑ．JOA へ送る登録のエクセルファイルはこれまでと同様でよろしいのでしょうか。または新たな
ワードファイルで送ることになるのでしょうか。

Ａ．ＪＯＡへ又はＪＯＡから会員への連絡は、Ｅｘｃｅｌ表の一覧で行います。(変更はありません。)

Ｑ．学連登録者については JOA 直接登録不要として記載すべきではないでしょうか。登録費も違っ
てきます。

Ａ．規程には学連の加盟者は登録料を免除する。と入れてあり、変更はありません。今回の案内は一
般及び学連加盟者以外の案内です。

Ｑ．JOAの Web登録した場合、登録料の流れはどうなりますか？
Ａ．今までと同様に、ＪＯＡ分を除いた登録料を会員に払い込みます。

Ｑ．いままで「19 歳以上 2000 円、ただし学生は 1000 円・・・」だったのが「一般 5000 円となりま
すと 16歳以上は 5000円、ただし大学生は 1000円、高校生は 500円」ということになりますが、
このような解釈でよろしいでしょうか。希望を言えば 23歳以上 5000円、19歳～ 22歳 1000円、16
歳～ 18 歳 500 円と、学歴に関係ない（学歴差別のない）ようにしていただきたいと思います。

Ａ．登録料の別表をごらん願います。今回の改訂は 19 歳以上のみ変更となり、19 歳以上(学生)以下
の変更はありません。

Ｑ．今までは半額、各県協会に戻されていたと思いますが、今後はどうなりますか？
Ａ．別表を参照願います。

別表
年間登録 登録料 うち会員収入 うちＪＯＡ収入
19歳以上 ５０００円 ２０００円 ３０００円
19歳以上(学生＊) １０００円 ５００円 ５００円
16-18歳 ５００円 ２５０円 ２５０円
15歳以下 ０円 ０円 ０円
＊学生とは、大学生・大学院生・高等専門学校生およびそれに準ずる者をいう。
学連の加盟者は登録料を免除する。
一時登録制度は廃止とする。
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